
3 0 日 獣 発 第 67 号

平成 30 年 5 月 25 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部  
改正について

このことについて、平成 30 年 5 月 10 日付け 30 消安第 232 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガイドライン）

について」が定められたことを踏まえ、食肉処理施設のみから収集された野生

鳥獣「いのしし、しか等」の「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」を原料とす

る食用脂肪由来の肉粉等についても、ペットフード原料として利用できること

とした旨、周知を依頼されたものです。

ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人

日本獣医師会：事業担当 福田

TEL  03-3475-1601














